
守谷市（もりやし）

＜行政組織＞

①議会(H15.3.1 現在)

議長 田中 孝太郎 副議長 又来 成人

任期 H16.2.29 定数 20 名 現議員数 19 名

党派別 民主 1 公明 2 共産 2 無 14

②三役(H15.3.1 現在)

長 会田 真一 任期 H16.12.5

助役 高橋 一成 収入役 穂戸田 章

③職員数 （人）

H12 年度 H13 年度 H14 年度
職員数

408 404 399

普通会計 337 一般行政職 260

うち施設関係 122 技能労務職 41

企業職 12職員一人

当たり住民数
128.0

消防職 0

公営事業会計 62 教育職 4

職員構成

(H14.4.1)

合計 399 その他 82

④機構図（H15.3.1 現在）
＜市長＞─＜助役＞─

総 務 部─市長公室,総務課,企画課,財政課,税務課

生活経済部─生活環境課,市民課,経済課,同和対策課

保健福祉部─社会福祉（福祉事務所）課,児童福祉課,保健センター,

国保年金課,介護福祉課

都市整備部─都市計画課,下水道課,建設課,守谷駅周辺土地区画整

理事務所

＜収入役＞─会計課

＜議会＞─議会事務局

＜教育長＞─学校教育課,生涯学習課,指導室,学校給食センター,中

央公民館,中央図書館

＜水道事業管理者＞─水道事務所

＜行政委員会＞

選挙管理委員会事務局,農業委員会事務局

＜概要＞

①沿革

昭和 30 年 2 月 15 日 編 入 高井村大字同地（守谷町に）

昭和 30 年 3 月 1 日 合 体 守谷町 高野村 大野村 大井沢村

平成 14 年 2 月 2 日 市制施行

②地勢・風土等
守谷市は、茨城県の南西端に位置し、都心から 40 ㎞圏内にある東西 7.5

㎞、南北 7.2 ㎞、面積 35.63 ㎢のまちである。
平成 17 年にはつくばエクスプレスの開通も予定されており、これによって都心との時間的距

離が飛躍的に短縮される。また、つくばエクスプレスを挟んで、守谷・伊奈・谷

和原線が計画されており、この路線が開通すると千葉県、埼玉県方面及び筑

波研究学園都市方面との連絡強化が図られる。

平成 14 年 2 月 2 日には市制が施行され、茨城県の南の玄関口として、さら

なる発展が期待されている。

③人口・世帯数

国勢調査

H2 H7 H12

常住人口

（H15.3.1）

男 18,342 23,125 25,440 26,377

女 18,085 22,696 24,922 25,813
人

口

(人) 合計 36,427 45,821 50,362 52,190

世帯数 10,276 14,024 16,409 17,553

④有権者数（H14.12.2 現在） ⑤老齢人口割合（H12 国勢調査）

男 女 計 老齢人口割合有権者数

（人） 19,742 19,654 39,396 10.4％

＜産業・経済＞

①生産・所得（平成 11 年度）

市町村内総生産 1,337 億円 就業者 1人当たり 7,373 千円

住民所得 1,766 億円 人口 1 人当たり 3,597 千円

②産業構造 （百万円･人）

区分 総生産額(H11 年度) 就業人口(H12 国調)

第 1 次 881 0.7％ 427 1.74％

第 2 次 60,710 45.4％ 8,110 32.96％

第 3 次 75,500 56.4％ 15,686 63.74％

総額・総数 133,756 ― 24,609 ―

③農業・工業・商業 （人･百万円）

農家数 農業就業人口
農業粗生産額
(H11.1.1～H11.12.31)農業

（H12.2.1）
581 603 163（千万円）

事業所数 従業者数
製造品出荷額等
(H13.1.1～H13.12.31)

製造業

(H13.12.31)
111 3,083 233,177

商店数 従業者数
年間販売額

(H13.4.1～H14.3.31)卸・小売業

(H14.6.1)
385 3,231 72,449

④特産物

葱、ほうれん草

地域指定 一部事務組合加入事業 公営企業<住所>302-0198 守谷市大柏 950-1

<Tel> 0297-45-1111 <Fax> 0297-45-2590

<HP>www.city.moriya.ibaraki.jp

<e-mail>

ロ ゴ マ ー ク

類型 Ⅰ-4 ｺｰﾄﾞ番号 082244 面積 35.63 k ㎡

近郊整備 常総地方広域市町村圏事務組

合

常総衛生組合

取手市外1市2町1村火葬場組

合

守谷市水道事務所



<財政状況>

①決算収支 （千円・％）

年度 H12 決算 H13 決算 増減率

歳 入 15,408,820 16,199,493 5.1

歳 出 14,738,400 15,067,389 2.2

形式収支 670,420 1,132,104 ―

実質収支 191,628 459,816 ―

単年度収支 -58,895 207,671 ―

実質単年度収支 -352,196 -112,082 ―

②主な歳入・歳出（平成 13 年度） （百万円・％）

区分 決算額 構成比 増減額 増減率

歳 入 16,199 ― 791 5.1

地方税 8,485 52.4 243 2.9

地方交付税 1,173 7.2 -231 -16.4

国庫支出金 1,412 8.7 88 6.7

地方債 943 5.8 416 78.9

その他 4,187 25.8 ― ―

歳 出 15,067 ― 329 2.2

義務的経費 5,316 35.3 0 0

人件費 2,819 18.7 5 0.2

扶助費 545 3.6 74 24.1

公債費 1,951 12.9 74 3.9

投資的経費 4,052 26.9 ― ―

普通建設事業費 4,041 26.8 -87 -2.1

うち補助 2,050 13.6 977 91.0

うち単独 1,901 12.6 -1,070 -36.0

その他の経費 5,700 37.8 ― ―

③主要指標（平成 13 年度）

区分 指数等

基準財政収入額（H14） 6,860 百万円

基準財政需要額（H14） 7,809 百万円

標準税収入額等（H14） 9,077 百万円

標準財政規模（H14） 10,031 百万円

財政力指数（H12～14） 0.86

経常収支比率 82.1 ％

公債費負担比率 15.7 ％

起債制限比率（3 ヶ年平均） 13.4 ％

税の徴収率（現年） 98.4

税の徴収率（合計） 93.0

ラスパイレス指数(H14.4.1) 99.6
④将来にわたる財政負担(単位：千円，％）

現在高 比率

地方債現在高（A） 18,846,813 187.9

債務負担行為による

翌年度支出予定額（B） 12,621,172

実質債務残高( C A+B) 31,467,985 313.7

積立金現在高（D） 3,681,957 36.7

将来にわたる財政負担（E C-D） 27,786,028 277.0

⑤市町村税の状況（平成13年度） （千円・％）

区分 調定額 収入額 徴収率

4,088,279 3,794,989市町村民税

（構成比） （44.8） （44.7）
92.8

4,021,263 3,730,107固定資産税

（構成比） （44.1） （44.0）
92.8

1,014,653 959,480その他の税

（構成比） （11.1） （11.3）
94.6

合計 9,124,195 8,484,576 93.0

＜公共施設整備状況＞（平成 13 年度）

小学校 9 校 老人福祉施設 1 ヶ所

中学校 4 校 病院・診療所 83 ヶ所

幼稚園 6 園 道路改良率 58.8％

保育所 4 ヶ所 道路舗装率 70.3％

図書館 1 ヶ所 ごみ焼却処理率 65.8％

公営住宅 66 戸 し尿衛生処理率 100.0％

1 人当たり公園面積 10.9 ㎡ 上水道等普及率 98.4％

公民館等 4 ヶ所 排水等処理率 93.61％

体育館 1 ヶ所

プール 2 ヶ所

施設充足率（公私

立幼稚園保育所）
108.7％

＜主要施策等＞

①主要施策実施状況 （百万円）

名称
期

間
内容

概算

事業費

守谷駅周辺一体

型土地区画整理

事業

H6

～

H20

面積約 38.7ｈａ

駅前広場・都市計画道路・区画道路

街区公園・上下水道等の整備
25,800

環境推進事業

H１５

～

住宅用太陽光発電システム設置補助

雨水貯留槽設置補助

上記補助制度をＨ１５年度から実施
－

公共下水道事業 ～

汚水面整備

Ｈ１５年度整備率１００％を目指す

行政評価システ

ムの構築

Ｈ14

～

Ｈ15

Ｈ１４年度 現状把握，市民アンケート

Ｈ１５年度 評価システムの構築

Ｈ１６年度 本格導入
－

人にやさしいま

ちづくり整備推進

事業

H7

～

歩道段差解消，公共施設等改修，ユ

ニバーサルデザイン基本方針策定調

査
－

②今後の主要課題・特色ある行政等

〈主要課題〉

・少子高齢社会への対応

・循環型社会の構築

・男女共同参画社会の推進

・電子自治体の推進

〈特色ある行政〉

・保育関係施設の整備、促進

・介護、老人、障害者等福祉施設の整備、促進

・人事評価制度の導入


